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１．給水装置工事フローシート 

 

申 

 

込 

 

者 

 

 

① 工事契約  

 

② 給水装置工事申込書（記入） 

  設計審査・工事検査手数料納 

   入 

 

 

 

⑤ 分担金納入 

 

 

⑦ 工事着工 

 

 

⑨ 工事完了（給水開始届記入） 

 

 

 

指 

定 

事 

業 

者 

 

 

 

 

③ 給水装置工事申込書・給水装置

工事台帳等提出、設計審査・工

事検査手数料納入 

 

④ 設計審査・分担金納入通知書 

 

⑤ 分担金納入 

 

⑥ 工事着工許可 

 

(⑧ 工事用メーター貸与） 

 

 

⑩ 竣工報告書・給水開始届等提出 

 

⑪ 検査（書類・現場） 

 

⑫ 検査完了 

水 

 

道 

 

部 

 

２．給水装置工事施工に関する諸注意 

 

１．海南市給水装置工事仕様書のとおり施工すること。 

２．給水装置工事にあたり、公道等を掘削する場合は、道路使用許可等を必ず受けて着工すること。又、現

場周辺住民へは工事することを事前に周知し、工事による迷惑を最小限にとどめるよう努めること。 

３．一次側給水装置工事（給水管取り出し）にあたり、施工２日前までに道路掘削許可の写しを水道部に提

出すること。 

４．施工時に、工事内容（メーターボックスの設置場所等）に変更が生じた場合は、必ず事前に水道部の係

員と協議を行うこと。 

５．申込者入居の時期は工事完了検査合格後とする。 

６．完成後は、遅滞なく、すみやかに竣工報告書等関係書類を提出すること。 

７．竣工報告書提出後、工事の手直し等の指示を受けた場合は、至急対処すると共に、必ず処理結果を報告

すること。 



  

 

PE(砂)，DIP(砕石) 



  

 

  



  

６．給水装置工事申込書（表面記入例） 

 



  

６．給水装置工事申込書（裏面記入例） 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

７．給水装置工事竣工報告書（表面記入例） 

 



  

７．給水装置工事竣工報告書（裏面記入例） 

 


